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京
田
辺
議
０
８
０
１
０
１

１
面

尚

井

井

尚

市
長
は
、
定
例
議
会
の
初

日
、
副
市
長
に
本
市
理
事
の

辻
村
徳
夫
（
つ
じ
む
ら
の
り

お
）
氏
を
選
任
す
る
旨
の
同

意
を
議
会
に
求
め
ま
し
た
。

議
会
は
、
賛
成
多
数
で
同
意

し
、
こ
れ
に
よ
り
２
年
間
空

席
で
あ
っ
た
副
市
長
が
正
式

に
決
定
し
ま
し
た
。

辻
村
氏
は
、
平
成

年
度

か
ら
京
都
府
山
城
広
域
振
興

局
副
局
長
を
務
め
ら
れ
た
後
、

令
和
２
年
度
よ
り
本
市
理
事

に
着
任
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
関
連
や
防
災
施
設

整
備
費
な
ど
で
総
額
５
億
９

２
４
０
万
円
を

令
和
３
年

度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第

２
号
）

お
よ
び

３
年
度

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）

を
上
程
し
、
各
常
任

委
員
会
で
審
査
の
上
、
本
会

議
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
で
は
、
ワ
ク
チ
ン

接
種
事
業
の
負
担
金
や
補
助

金
３
億
３
０
０
０
万
円
が
国

か
ら
助
成
さ
れ
た
ほ
か
、
地

域
力
創
造
事
業
費
や
防
災
広

場
用
地
買
収
費
用
、
生
活
困

窮
者
自
立
支
援
事
業
費
な
ど
、

２
億
６
８
０
０
万
円
な
ど
が

補
正
予
算
と
し
て
組
み
込
ま

れ
ま
し
た
。

市
は
、
国
の
地
方
税
法
等

の
一
部
改
正
に
伴
い

京
田

辺
市
税
条
例

の
一
部
を
改

正
す
る
案
を
上
程
し
ま
し
た
。

ま
た
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
が
公
布
さ

れ
た
こ
と
に
伴
い
、

京
田

辺
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例

の
一
部
を
改
正
す
る

提
案
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
関
連
す
る
常
任
委
員
会
で

審
査
の
上
、
本
会
議
で
賛
成

多
数
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
市
税
条
例

で
は
、
非
課
税
限
度
額
に
お

け
る
国
外
居
住
親
族
の
取
り

扱
い
が
見
直
さ
れ
、
ほ
か
に

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
届
出

が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。

全
会
派
か
ら
合
同
で
提
出

さ
れ
た

建
設
ア
ス
ベ
ス
ト

被
害
者
の
早
期
救
済
・
解
決

を
求
め
る
意
見
書

は
、
賛

成
全
員
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
複
数
議
員
か
ら
提
出

さ
れ
た

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催

の
中
止
を
求
め
る
意
見
書

は
、
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ

ま
し
た
。

可
決
さ
れ
た
意
見
書

可
決
さ
れ
た
意
見
書

建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
の

早
期
救
済
・
解
決
を
求
め
る

意
見
書

令
和
３
年
５
月

日
、
最

高
裁
に
お
い
て
、

建
設
ア

ス
ベ
ス
ト
損
害
賠
償
請
求
訴

訟

に
つ
い
て
、
国
及
び
建

材
企
業
の
責
任
を
認
め
る
判

決
が
出
さ
れ
た
が
、
加
え
て

労
働
基
準
法
上
の
労
働
者
に

該
当
し
な
い

一
人
親
方

等

に
対
す
る
国
の
責
任
を

認
め
る
判
断
が
行
わ
れ
た
こ

と
は
、
非
常
に
評
価
で
き
る

も
の
の
、

屋
外
作
業
者

に
対
す
る
国
の
責
任
は
、
危

険
性
を
予
見
す
る
こ
と
は
出

来
な
か
っ
た
と
し
て
認
め
な

か
っ
た
。

そ
し
て
、
令
和
３
年
６
月

９
日
、
参
議
院
に
お
い
て
、

特
定
石
綿
被
害
建
設
業
務

労
働
者
等
に
対
す
る
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
法
律

が
可
決
成
立
し
た
こ
と
で
、

損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起

す
る
こ
と
な
く
、
金
銭
的
な

救
済
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
は
、
建
設
業
従
事

者
の
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
の

方
々
に
と
っ
て
は
長
年
の
悲

願
が
達
成
さ
れ
た
と
大
変
大

き
く
評
価
で
き
る
も
の
で
あ

る
。し

か
し
、
す
べ
て
の
建
設

ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
の
救
済

に
つ
い
て
、
屋
外
作
業
者
、

ま
た
検
討
事
項
と
さ
れ
て
い

る
国
の
責
任
以
外
に
よ
る
損

害
賠
償
、
補
償
の
在
り
方
に

つ
い
て
も
課
題
が
残
っ
て
い

る
。
首
都
圏
で
の
最
初
の
提

訴
か
ら

年
、
京
都
で
の
提

訴
か
ら
も

年
と
い
う
長
い

月
日
を
費
や
し
、
志
半
ば
で

亡
く
な
っ
た
原
告
も
多
数
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
給

付
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
一

刻
も
早
く
支
給
し
救
済
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
一
日
も
早
い
建

設
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
救
済

の
た
め
の
補
償
基
金
制
度
の

実
施
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

５
月
臨
時
会
に
お
い
て
、

市
長
よ
り
５
件
の
専
決
処
分

の
承
認
を
求
め
る
議
案
が
提

出
さ
れ
、
す
べ
て
の
案
件
が

承
認
さ
れ
ま
し
た
。

地
方
税
法
等
の
一
部
改

正
に
よ
る
法
律
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、

京
田
辺

市
税
条
例

等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
、

京
田
辺

市
都
市
計
画
税
条
例

の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
、

健

康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を

改
正
す
る
政
令
公
布
に
伴
い
、

京
田
辺
市
介
護
保
険
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
、

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
が
公
布
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、

京
田
辺

市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指

定
居
宅
介
護
支
援
等
の
人
員

及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

等
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
、

子
育
て

世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
事

業
費
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
予
防
接
種
事
業
費
な

ど
、
３
億
７
６
６
０
万
円
を

追
加
す
る

令
和
３
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
１

号
）

副
市
長
同
意
案

賛
成
多
数
同
意

副
市
長
同
意
案

賛
成
多
数
同
意

３
年
補
正
予
算

第
２
号
第
３
号
可
決

３
年
補
正
予
算

第
２
号
第
３
号
可
決

条
例
改
正
案

２
件
を
可
決

条
例
改
正
案

２
件
を
可
決

議

員

提

出

の

意
見
書
案
１
件
可
決

議

員

提

出

の

意
見
書
案
１
件
可
決

専
決
処
分
案

す
べ
て
承
認

専
決
処
分
案

す
べ
て
承
認


